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�愛媛県告示第１５８５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、上浦町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は上浦町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、上浦町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、御荘町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は御荘町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、御荘町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８９号
災害対策基本法による指定地方公共機関の指定（昭和３７年

１０月愛媛県告示第７８６号）の一部を次のように改正する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「株式会社伊予テレビ」を「株式会社あいテレビ」に改め

、四国瓦斯株式会社の次に次のように加える。

社団法人愛媛県歯科医師会

社団法人愛媛県薬剤師会

社団法人愛媛看護協会

�愛媛県告示第１５９０号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

上浦町大字盛２７７２から２７７４まで、２７７８、２７７９、２７
８３から２７８６まで及び３８５２の地先 ８，９１５．５９

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

御荘町平山５２５から５２７までの地先 ５５３．３７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

平山 御荘町平山５２５から５２７までの地先公有水
面埋立地 ５５３．３７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字盛 上浦町大字盛２７７２から２７７４まで、２７７８、
２７７９、２７８３から２７８６まで及び３８５２の地先
公有水面埋立地

８，９１５．５９

毎週（火・金）曜日発行 第１４８０号 平成１５年８月５日

平成１５年８月５日火曜日 第１４８０号
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図書類等

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑 誌 １５‐０２９ 制服ぷるるん娘。Ｖｏｌ．１３ ９月号増刊 � 一 水 社 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １５‐０３０ Ｓｅｆｕｒｅ！４ ９月号増刊 � 一 水 社

〃 １５‐０３１ 超スキお姉ちゃん ｖｏｌ．２８ ８月号増刊 � 一 水 社

〃 １５‐０３２ ＯＮｅ－ｘ ＶＯＬ．３ ９月号増刊 � 英 和 出 版 社

〃 １５‐０３３ ＤＯスル？ ＶＯＬ．４ ９月号増刊 � 英 和 出 版 社

〃 １５‐０３４ きれいな熟女さん 第３号 ８月増刊号 三 和 出 版 �

〃 １５‐０３５ ちいちゃん。ＶＯＬ．０８ ８／１増刊号 � 大 洋 図 書

〃 １５‐０３６ ＡＶ現場Ｘ’Ｐｒｅｓｓ ８月創刊号 � 東 京 三 世 社

〃 １５‐０３７ ＣＩＴＹ ＰＲＥＳＳ ＮＯ．１９２ ９ 月 号 � 東 京 三 世 社

〃 １５‐０３８ チョベリグ．！！ ＶＯＬ．６７ ８ 月 号 � 東 京 三 世 社

〃 １５‐０３９ クラスでいちばんかわいい娘 ＶＯＬ．６ ８月号増刊 � 日 本 出 版 社

〃 １５‐０４０ 若妻体験王 ｖｏｌ．１ ８月号増刊 平 和 出 版 �

〃 １５‐０４１ ＣｅＬｅｂ ｇｉｒｌｓ ｖｏｌ．００７ ８月号増刊 �マガジンマガジン

〃 １５‐０４２ シェイク・ヒップ ＶＯＬ．０４ ８月号増刊 雄 出 版 �

〃 １５‐０４３ アクションカメラ ｖｏｌ．２６０ ８ 月 号 ワ ニ マ ガ ジ ン 社

〃 １５‐０４４ ｃｏｍｉｃ ＴＥＮＭＡ ８ 月 号 � 茜 新 社

〃 １５‐０４５ ＣＯＭＩＣ Ｍａｔｅ ９ 月 号 � 一 水 社

〃 １５‐０４６ コミック メガストア ９ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １５‐０４７ ＣＯＭＩＣ 美味しい熟女 ９ 月 号 � 司 書 房

コミッ
ク 誌 １５‐０４８ 筋肉男 Ｖｏｌ．５ � 光 彩 書 房

ビデオ
テープ １５‐０４９ 隠語でオナニー １１ ＳＤＥ－３９ Ｓ ｕ ｐ ｅ ｒ

Ｄ ｅ ｓ ｉ ｒ ｅ

〃 １５‐０５０ 巨乳美少女伝説「しのぶ引退記念作品」ＶＯＬ３ ＣＬＳ－００５ ＣＯＬＯＳＳＥＵＭ

〃 １５‐０５１ 絶倫淫乱熟女 ＺＩＪ－０１ 淫 乱 マ ダ ム 社

〃 １５‐０５２ 東京覆面倶楽部 下着 椿レイ ＧＴＦ－００２ Ｔ ｏ ｋ ｙ ｏ
Ｆｕｋｕｍｅｎ Ｃｌｕｂ

〃 １５‐０５３ 松浦唯 勝手にしやがれ ｋｓ－０２ Ｃ ｈ ａ ｎ ｎ ｅ ｌ
Ｖ ｉ ｎ ｃ ．

〃 １５‐０５４ ＮＹ帰りの帰国子女 ユミ２０歳 私のア�コに出
しなさい１１ ＷＶ－１１ ワ ー ス ト ビ ジ ョ ン

ＤＶＤ １５‐０５５ ＴＡＢＯＯ 美竹涼子 ＸＶ－１２６ � マ ッ ク ス ・ エ ー

〃 １５‐０５６ ｌｅｓｂｉａｎ ｎｉｇｈｔ ☆ レズビアンナ
イト

ＢＮＤＶ－
００１２９ � ビ デ オ バ ン ク

愛 媛 県 報平成１５年８月５日 第１４８０号
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�愛媛県告示第１５９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、伊予市宮下、下三谷、下吾川、中山町佐礼谷、双海

町上灘地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条

第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の

写しを縦覧に供する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・伊予山海地区

）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年８月６日から９月２日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所、中山町役場、双海町役場

�������
�愛媛県告示第１５９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、伊予市宮下、上三谷、上吾川、三秋、稲荷地域に係

る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に

より、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供

する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・伊予山海地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年８月６日から９月２日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第１５９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、双海町大字串地域に係る県営土地改良事業計画を定

めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改

良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年８月５日

�愛媛県告示第１５９１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８０００３００００８１１３有限会社光タクシー
新居浜市喜光地町
二丁目２番２２号 八 田 康 次 児童居宅

介護 光ライフサポート 新居浜市船木字
松岡４４３３－１

新居浜市高木町
２－２０

平成１５年
６月１８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８０００１００００７１１７有限会社光タクシー
新居浜市喜光地町
二丁目２番２２号 八 田 康 次

身体障害
者居宅介
護

光ライフサポート 新居浜市船木字
松岡４４３３－１

新居浜市高木町
２－２０

平成１５年
６月１８日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８０００２００００８１１４有限会社光タクシー
新居浜市喜光地町
二丁目２番２２号 八 田 康 次

知的障害
者居宅介
護

光ライフサポート 新居浜市船木字
松岡４４３３－１

新居浜市高木町
２－２０

平成１５年
６月１８日

愛 媛 県 報平成１５年８月５日 第１４８０号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・伊予山

海地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年８月６日から９月２日まで

３ 縦覧場所

双海町役場

�������
�愛媛県告示第１５９７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西宇和郡保内町宮内６番耕地８９５の１、６番耕地８９５

の２、６番耕地８９６の１、６番耕地８９６の３、６番耕地

８９６の４、６番耕地９１７、６番耕地９１８、６番耕地９３２

、７番耕地３３、７番耕地３７

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１から甲３まで、甲４の１

、甲５、甲６、甲８の１、甲８の２、甲９、甲１０、甲１８

、甲１９、甲２３、甲２６の１、甲２６の２、甲２８、甲３０、甲３２

、甲３３、甲３５から甲３７まで、甲４３の２、甲４３の４、甲５３

の３、甲５５、甲７３の１、甲７５の２、甲７６、甲７７、甲２９５６

、甲２９６０、甲２９８９、乙５、乙８、乙１２の１、乙１４の１、

乙１４の２、乙１７、乙２１の１、乙２３の１、乙６８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

八幡浜市日土町字王伝美羅８番耕地３５３３の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに八幡浜市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

�������
�愛媛県告示第１５９８号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示

第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し

、平成１５年度の補助金から適用する。

改正前の愛媛県造林事業補助金交付規程の規定により補助

金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第９条第３項第１号中「第３号」を「次号」に、「場合又

は」を「とき又は」に改め、「場合であつて、当該転用又は

伐採除去（以下「転用等」という。）に係る面積が１事業年

度の１施行地について１ヘクタール以上である」を削り、同

条第４項第１号中「転用等」を「転用又は伐採除去」に改め

る。

第１０条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第

２号とする。

別表第１ １の部�の項補助基準の欄中「作業路」の下に
「（造林用資材及び労務の搬入等の作業のため一時的に設置

する簡易な施設をいう。以下同じ。）」を加え、同部�の項
エの目同欄中「流域公益保全林整備事業及び流域循環資源林

整備事業における森林整備協定造林の」を削り、「、�齢級
」の下に「（広葉樹を除く。）」を加え、同部�の項ウの目
同欄中「同上」を「�齢級以下（広葉樹にあつては、�齢級
以下）」に改め、同表２の部�の項エの目同欄中「広葉樹」
の下に「を主体とする場合」を、「�齢級以下」の下に「と
し、�齢級の下層木（広葉樹を主体とする場合を除く。）に
ついては、地域森林計画において、水源かん養機能、山地災

害防止機能又は生活環境保全機能を高度に発揮すべきものと

定められている森林に存するものに限る。」を加え、同表３

の部�の項同欄中「長伐期施業」を「地域森林計画において
水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能又は

保健文化機能のいずれかが高い森林とされており、かつ、森

林施業計画等において長伐期施業を実施することが明記され

ている森林において、長伐期施業」に改め、同表備考中３を

４とし、２を３とし、１の次に次のように加える。

２ 流域循環資源林整備事業の３は、民有林人工林率が

５０パーセント以上又は県若しくは森林法第５条第１項

の森林計画区の平均以上であり、かつ、公益的機能別

施業森林のうち複層林施業又は長伐期施業を推進すべ

きものとされている森林の面積比率が県の平均以上で

愛 媛 県 報平成１５年８月５日 第１４８０号

８４６
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ある市町村内の森林において実施するものとする。

別表第２ １の表２の部�の項補助基準（経費の内容）の
欄中「搬出集積」の下に「、野生生物の生息の場所（ビオト

ープ）に適した水辺環境整備」を加え、同部�の項同欄中「

又は生育環境の保全、」を「若しくは生育の環境の保全又は
じ じ

」に、「餌木」を「餌木等」に改め、同表３の部�の項同欄
さく

中「給排水施設」の下に「、防護柵」を加える。

�愛媛県告示第１５９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒丁５２６番３から

同市上須戒丁５４６番８地先まで

旧 ４．０～２０．６ ０．２２５

新 ８．６～５７．４ ０．２０８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒丁５２６番３から

同市上須戒丁５４６番８地先まで
平成１５年８月５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小倉三間線
北宇和郡広見町大字西野 １々３５７番から

同大字１３３１番１地先まで

旧 ４．４～３５．３ ０．２４５

新 １０．０～４１．９ ０．２４５

〃 〃
北宇和郡広見町大字西野 １々３６８番地先から

同大字１２４１番１地先まで

旧 ４．６～１２．３ ０．２６０

新 ６．８～２７．６ ０．２６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小倉三間線
北宇和郡広見町大字西野 １々３５７番から

同大字１３３１番１地先まで
平成１５年８月５日

愛 媛 県 報平成１５年８月５日 第１４８０号

８４７
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�愛媛県告示第１６０３号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
北宇和郡広見町大字西野 １々３６８番地先から

同大字１２４１番１地先まで
〃

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

電子計算機の借上げ 一式
愛媛県警察本部総
務室会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１５年７月２５日
エヌイーシーリース株
式会社四国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

７，１３８，９５０円
（月額） 一般競争入札 平成１５年６月１３日

平成１５年８月５日 印刷
平成１５年８月５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８４８

愛 媛 県 報平成１５年８月５日 第１４８０号


